
鹿宍１島県・なれ同参ミ審議会委員の募集について

鹿児島県では，男女共同参ｍの推進に関する施策の総合的かつ計Ｓ的な推進に資するた
め， 県男ｔぶ，同参画推進条例第１ ７条の規定に基づき， 「鹿児島県・女Ｍ同参ｍ審議会」
を設置しています （現行の委員総数は２０人）。
男女共同参画の推進について， 広く 県Ｒの皆様からの御意見をいただく ために， 委員の

一部をむ募します。

○　募集予定人数　４人

○　応募資格
県内に居住する満２０歳旨，上 （令和６年２鴇へ 日現在）

で， 自ら％，募される方
ただ し， 令禾ロ６ 年２ Ｊ目 １日現在において，鹿児島県が

℡蓙する他の審議会等の委員である方Ｒび一般職の２務
員は応募できません。

○

○
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応募方法
ｘｊ、下の書類を，郵送， ＦＡ Ｘ又はＥ メールのいすれかの方法により提■ してください。
なお，御提出いただいた書類は返却いた しませんのであらかじめ御了承ください。

・　 「鹿児島ＳＳ女Ｍ回診Ｓ審議会」２募き員応募申Ｒ書
・　 次のテーマに基づいた作文 （様式自由， ８０ ０字程度）

テーマ「鹿児島ＭにおけるＳ女共回診自社会の実現に向けて」

■あなたの家庭， 地域社会，職場， 学校などにおける男女共同診ミの状ｊＲを踏ま
えｙ乳女ズ同診ミ社会の実現に向けてどのように戮組を進めていけばよいか，
あなたのお考えをお書きください。

■希望される方には， 応募申込書を郵送します。

※応募串込書の様まは，県のホームページからもダウ ンロ ードできます。
《県のホームページ》

（ホーム）く らし ・環境）人権 ・男女共同参画＞男女共同参画の推進＞
鹿児島ＭＳ女れ回診Ｓ審議会・員の募集について」

募集期間
令和５年 １１ ＪＥ目２ ８日 （火）から令１４１５年１　２Ｊｉｊ　２７ 日（水） まで （必着）

○　 選考方法等
・　 書類審査の上，決定します。
・　 ぶ考結果については， 決定後， 速やかに応募者全員に通タミ［］します。

なお，選考結果の理由についてのお問合せにはお疝えいた しかねますので，
じめ御了承ください。

あらか

・　 委員に決定した方については， 氏名及び居住市回Ｉ村を公表します。

○　個人情報の取扱い
・　 「鹿宍！島県男な共同参画審議会」 む冊委員応募申；！書にＥ載された個人情報につい
ては，当審議会のむ募き員のを七，外には便ｍしません。
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く鹿児島県男女共回診画審議会の委員について）

［審議会の役割］

①　 タミ［］ 事が・な Ｅ！＝！ミ回か画のを嵐に 関する基本白ｌｊ なＭ・ｍ を策定又はｔ

更するときに，意見を述べるこ と。

②　 タミ［］ 事のｍ問に応 じ， 男なれ同参ミの推まに関する基本白１〕 かつ

総合的な政策又は重要事項について調査審議 し， 必要に応 じて

一意見を述べるこ と。

［委嘱期間］

［開催回数］

［開催場所］

［経費負担］

委嘱の日から ２年間

年１ 回程 度， 平日 に２ 時間程度開催

鹿リｌ島市内

審議会に御出席いただいた場合 は， 県の規程による

報酬Ｒび旅費をお支払いします。

※　 ＳＳ期回中に次の事１１のいずれかに該き１ したＳ合は， Ｓ嘱をＲり消す

ことがあります。

・　 他の都道府県に転出した場合

・　 鹿リｉｌ 島県が設置する他の審議会等の委員又は一般職のａ務員になっ

た場合

・　 その他の事ＥＩＥＩ　【例 ：虚偽のｒち】宕によるＥＩヨＲみが１回ｌｌするなど）に

より，取 り消す必要があると認めた場合
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フア ．リ ーマ ート

大崎中学校

注意事項

ｉ場するには、事前串込みが必要です。
飲酒状態での参加はできません。

イベント・キＩの参加者のケガ等について、 大台側は一ｔ７］ の：肖４∃Ｅを負いません。

万一 に備え、 保険証をご持参ください。

協丁 企一一・
－

ＪＴＢ

新手ｌｉ造

耡　 湧水

かごしま屋

小Ｆファーム

｜カフェ ・ド ・グ リル サザンク ロス

曽於法入会青年部

天ｔ卮造

今福Ｅ材店

ｑ＝１崎米穀店

太久保酒造

ジャパンファーム

若潮ｌｉ造

コムネット

宮脇産業

都食 ａｌ

大ｇウェルネスペンディング

焼肉たかしや

はとみみた工房

金融団

協　 ヽただき、ありがとうございました。
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そお Ｊ蓖児島農業Ｓ回組台

久徳建設

石原建設

セブンプラザ大崎店

日展生研

冨ニヒ屋製菓

浜日ヨ花園

おおさき ｍで「鱶加工組合

都萬神社

［順］Ｆ 回・敬称略）

回・

加串込み ラン Ｊ・　目 囗



ｌｌ動・ スポ ーツ に関する アン ケー トご協力 のお願い です。

大崎ｍ“Ｊ｀ では、地域Ｆ大］ の様そな目］体の皆様と一緒になっ てスポー ツをきじた地域活性化を

目指 し、 その推進団体 とし て「スポーツ観光おお さき 」を設さ しま した。

今回 のア ンケ ート は、 大崎 ｍＴ に関係す る皆様が普段 どの くら いＪ動やスポーツ と戛わり

があ るかを竄査し、今後の事業に反Ｌ映 して いけたら と考えて いま す。

皆様 には大変そ縮です が、 以下の二次ニ元コ ード から スマ ート フォ ン等で読みな りご回答

ください ますよう お願いいたし ます。

＜ア ンケ ート 二次ニ瓦コー ド＞

囗

ｈｔｔ　ｓ：　 ｓｈ ｉｎ ｓｅ ｉ． ｒｅｆ． ｋａ　ｏｓ ｈｉ ｍａ．‘　　 ＩＦＡＦＲＰＮ

「スポーツ観光おおさ き」 の情報はこち らからご確認ください。

＜お默い合わせ先ン

スポーツ鼈光おお さき （大湊ｍｌ役４商工観光ａ果内）　 担芭 ：Ｒ本・ 坂元

電話 ：０９９－４７６－１ １１１

メー ル： ｏｓ ａｋ ｉ． ｓｃ ．２ ０２ ３＠ｇｍ ａｉ ｌ． ｃｏｍ
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呶スポーツ観光おおさ きってなに７

・令和５年３ ＪＥＩに設ｉ：した、 スポーツを　 じて地域活性４ヒを図っていく

なかで、 ４１ む的な役割を担う 組織とし て設ｉ： された回休です。
ｊ

呶ど うい った ＪＩ又り 組み をす るの７

一大崎ｌｌｌのスポーツｊり光資源を活ｌｉｌしたスポーツ大会・ イベントの開催

や合宿の誘致活＝ＩＪ ‘叉光の推進によ る交流人口の拡大ａび１１！１域経済への

波ａ促進をすると Ｊｔ に、 回：「民の方４の１様なニーズに対応し た、 スポー

ツ機会の拡大ａび健康づく り一 体力づく りを推進 し、 スポーツを核とし

たｊｌ！！域活性・ｆヒを回れるよ う様４なミり組みをしていきます。

呶さ いごに

・まだ・ｉ： したばか りですので、 まずはｉ来る こと から ＝。Ｊきｉしていき

ます。大崎Ｒ「｜ヌ；ｌに来ていただく 合宿Ｊｌｉ！ＩＪｉｌ者に とっ ても 、ｌＴ」ヨミ；の皆様にと

って も、 活１１ＥＩし、親 しまれる組織にしていきたいと おも いますので、皆

様の ごＩＩ解 とご協力 をよ ろし くお願いいた します。

ポーツでまち をｉｉ：ｉ：；気に

ｉ８９９－７３０Ｓｌｌｌ於郡大崎回Ｔ假宿へ０２９

スポーツ観光おお さき　　 ０９９－４７６－１１ １１
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『陸　　　の聖地』 を　 ざ　　ベンド　 し　 ，参加＝Ｑ
総計距離で前回ゴーｌｌ， Ｑヒ海道　　 ≒　　　 ／Ｘ　 Ｉ４
（エスコ ンフ ィーｌｌ，ドＨＯＫＫＡＩＤＯ）～・ＳＦｒ～ｌ・ｌ湊市Ｓｌｌ～ １　　 慘’Ｃ

Ｑ　　　 ｋｍ ・１・゛定したランニング　ベンドを開催しま　。

参加料

会　場

対象者
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無料　奈事前串込みｌ

ジャ パンアス リー トト レ　 ーむ

３歳以上 （　 成年者は保

・ＪＪ　今
皿・

）

１

・第１回 ：ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅～広島県尾道市（６６８．７ｋｍ： １１ ４４５）
・第２回 ：広島県ＪＩ道市～福島県浪ａｍＴ （１ ００ ８．４ｋｍ： ２２６４！ｉ）

・第３回 ：福島県浪ａｌＴ～ｔ海道ゴヒ広島市日 本ハム新球場 （８９３ ．７ ｋｍ ：２０へ 包）
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：大隅アス１１－トサポートチーム
：大崎町

：大 ’・｀ウエルネベンラ５：イｙ・１（　 ）・ （公）鹿児島県茶業会議所
（株 ）かごしま屋 ・　 ・） 国　経営 ・サザンクロ
ジャパンファーム（　 ）・ （　 ）そまｓリサイクＩＬセン　ー

なつほのか中　 ・・ ＳＡＲＵ商店 ・ｄｊ田　産（　 ）・ （　 ）ＬＩ　ＩＬ

陸上競技の聖地実現プロ
ジェクトＦＢはごぢ弓から

参加　全員に参加賞がありまＺ・‾・●㎜　　 Ｊ　 －・ －・　 ‾ＪｒＳ　・●・Ｓ，Ｓ・～・〃 ｉ－ｙ’Ｓ　’　 ｌ　ｔｙ－　　○

１１１選でＳＳｌｌｌがＳたｇ，｜ ます∃ΓΓ（ ゛なし）



６） 簡■な建物の認定

○簡易な建物でもｉｌ税対象となる家屋の例

－－～

へ

ー

基礎工事が施されてい るこ とから

定着性があると認められる物置

１

－

基礎工事が施されてい るガラス 張　壁（Ｅ方 向） を有 したブロ ック基礎

りのぶ室　　　　　　　　　　　　　 の車庫

ぐヽ

Ｍ存家回の外壁を利用 して増築 し　居宅と構造を別にする地下車庫

たブロッ ク基礎の物置　　　　　　　 （カ ルバート 車庫）

－

基礎工事が施され、屋根・ 壁がガラ

ス張りのサンルーム

Ｘ課税対象とならない簡易な構造物の例

（ただし事業用の場合は償却資産と してａ果税される場合があります。）

壁がなく 、外気分断性を欠く建物　 カーポー ト（柱のみで無壁のもの）

ぞぞ゛｀’
Ｓ

ド
レ
レ

１Ｓ

ブロ ックの上に設置されただけで　 ビニールハウス

容易に移動することのできる簡易

な物置

４

壁（Ｅｍ）を有しているが、簡易な

もので基礎も施されていない物置

‘町 ニからのお知らせ

家屋 （建物） を所有さ れて いる 皆様へ

。屋全棟調査へのご協力のお Ｘ

大崎ｍＴでは、ｍｌｒ内の全ての家屋（建物）をます象に、家屋の金棟調査を実施

しております。

この調査は、 本ｍＴ固定資産税の家屋課税台帳に登録されている事識等

（所在覽番、 Ｊ≡目途、種類、 構造、床Ｅ積等） と、 家屋の現況とを、 現地におい

て１：ヒ較・ 照合することにより、 ほにＪＩ又り壊しとなっている家屋や、 増ｉ ・未調

査等によって課税漏れとなっている家屋を調査・ 確認することで、 これまで

課税されている家屋とのな平を期し、乙．Ｅで適工Ｅ な［Ｅ５］定資血税の課税を行う

目的にて実施するものです。

みなさまのごミ解とご協力をお願いいたします。

１） 調査の時期

調査の時期は、次表のとおり予定しています。

調査地ＩＺ

神領 ヽ尨。丸 ・井俣地【Ｚ

Ｓネ申領 一堂ｔ一 飯ほ上・ 飯ほ ・高ミ・ 神領 ｍＴ・

上郷 ・中 郷・ 迫郷 ・下益丸 一日ヨ中 ・５井俣・

平良 一５平良 一屏良上 ・小能・ 高井 日ヨ ・中 沖西

菱日ヨ・ その他地 ［Ｘ

ｒ問い台わせ

調査時期（予定）

令和 ６年 Ｕ≡ｊ～ 令和 ６年 ８Ｊミｌ

令和 ６年 ７Ｊ≡ｊ ～令和７ 年２ Ｊ≡ミ｜

＊調査時期は、調査の進捗状Ｒにより若干前後します

大崎ｍＴ役場 税務課目定資産税係

電話 ０９ ９－４７ ６－ １１ １１

１

「
－
－
ノ



２） 調査の対象

るすべての家屋が調査対Ｉとな ります。

回定資産税の家屋のＳ税対象となるものは、 下回の条件を１：て満たす建物とな ります。

①土寛に定着 してＷ匙されているもの。 （ＭＷがあるもの）

②屋ａＲび周壁あるいはこれに苟、するものに３四加、上を回まれているもの。

③ＳＵＥ、作業、 り融等のために９ｍできる｜犬をにあるもの。

※車庫や小屋なども、 上Ｅに該肖すれば固定資産税の課税対象となります。

※屋根だけの建物など、家屋と しての要件を備えていないものは調査対象外です。

３） 調査の方法

＜１ 次調査ン

①ｍＪがＳＥ した頂ｋ員（調ぬきき＝Ｅ事隻者） が、 ２人‐組でぷ回しながらｍａします。

②調査は４ｚ日の ８鴉 ３０ むから１ ８９をｉ１本にｆモｉいますが、天９９１によりＳｔにな

る場合もあり ます。

③調きは、家屋ほｍ台ぬと実際のｔ物とを、 回Ｓ等の資料をもとに夕｜ヽＵから照合し、

確認 します。

④Ｓ台・ 確Ｓ、にあたっては、 Ｊ京ｍ、 敷加ぶこさち入らせていただき、必要に６じて

家屋外周の計測等を行う場合があり ます。

また、家屋建築年や所有者などについてもお尋ねすることがあります。

⑤お留惣 （ご不を）のＳ台でも、哢鼈からの照台 ・確Ｓをさせていただきます。

⑥鶚、則、零、屋 （ほだ） の［４コ にｔＬち入る こと はあ りません。

⑦１おモｉして、 を家とな っている家屋の奥態調ｔを１モｉいます。

＜２次調査ン

へ次調査の結鶚、、禀価調査が必要な家屋は、罌価調書Ｒび家屋見取図を作成するた

めの実地調査を行います。 その際、 家屋内部の調査が必要な場合は、調ま員が事前

にご都合をお尋ねし、 日程調整を行ってから調査を行いますのでご協力をお願いし

ます。

２

４） 調査の結果

今回の調ぬにより、ほ税されていない家屋（増築を含む） が確認されると、 新たに

家屋課税台帳を作成します。その結ま、 固定資産税額が変わる場合は、 ＨＥ！ｌｔ域の謂

モ■終了後、 令和９年　の課税分からＪｉ映されます。

ｈ饌｜ま・のなり すま しに ご泡。意 ください！

カ・回の・をで、 謂ｔ費Ｊｉ目等をＳＩＩ又することはありません。また、 調をの結■、 Ｓａ

対象であることが判■した場合でも、その場で税金の徴収を行うことはありません。

また、・ａのＭ震Ｓｌｉやリフォーム、 央災報タ１１ Ｓ、 消央器等を勧めるなど、■まの

目白りな外のお願いをすることは決してありません。

５） 調査員について

調査員（調査委ａ事業者） は、 調査員であることがすぐわかるように、 ｒ家屋調

査員』】 と表Ｅした黄色の腕章と写真入りの ｒ家屋饌｜査員証 （名札） を着・して

います。 ご不明な点等あり ましたら、調査員にお気軽にお声かけく ださ い。

【調査員身分証明書】
※イ メージ

第０４ミ｝家 屋調 査員証

所　　Ｓ： 株式会社 都市総合回Ｓｉｉ究所

（ぢ真）　 Ｒ　　４５ ：ＯＯ　太郎
生年 Ｊ１ 日： ＩＳ １１］ＯＯ年ＯＪＩＯ 日生

上２ の者 は、 大崎 ＩＩの委 託し た家Ｓ調査員 であ るこ とを 証ｌｌｌ する。

交付 年Ｊ１日　　 令和 Ｏ年 ＯＪＩＯ 日夕 ｆｌ

有効 ＳＩ 間　 自　 令加 Ｏ年 ＯＪモＩ Ｏ日

ｊｉ　 令和Ｏ年ＯＪＩＯ日

大崎ＩＩＲ　 東靖ａ⑩

【調査員腕章】

調
ｙ

－

日程のお問合せ先

調査委託事業者　 （株）都市総合開発Ｍ究所
フリ ーダイヤル　　 ｉｉｉ　０１ ２０－２５－６６０３

鶚合せ時間　 ９： ００ から １８ ：０ ０｛平日 のみ｝

３
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キｇ
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丶

献きありがとう　ツセージ

献ｈしてくが穹つ力せ様へ

り　　 感謝の気持ちを劣信之し力くて
・・ ・Ｓ ｅ・ Ｓ・ ・・ ・９ ・Ｓ 韆・ ●Ｓ ●ｅ ・● ・ｅ ｌｅ ●・ ●● ａか ・Ｓ ｌａ ６・ ・ｅ ａｌ ｌａ ●ａ

メッセージを送り ます。

私は５年前１２急性骨髄性白ｈ病１２なりまし力。
Ｉｌ ａＳ ・・ ・Ｓ ・・ ・・ Ｓ・ ・・ ・● Ｓ● ９ｌ ｌ・ ・ａ ・４ Ｓｌ ｇ・ Ｓ・ ・Ｉ Ｓ● ４・ ｌｌ ・・ ・● ・● ａＳ ｌｌ ａｌ ａｌ ｌＳ ・・ ・・ ＳＩ Ｓｉ

寛解しましたが、 去年再発して今治座中です。

Ｃフ

何回市輸ｈを受けまし先。
●ａ ｈｔ ｔｐ ：／ ／ｗｗｗ ．ｗ ．Ｉ Ｓ９ ．・ ・９ ９１ 韆ｌ ●Ｓ ＩＳ ・９ Ｓ・ ●・ ｅ９ ・● ｅゆ １ぬ ｌａ ｅ・ ・ｅ ｌｅ ｅａ ６１ ＳＩ Ｓａ ｌａ ・　 ・ｅ ・・　 ｅＳ Ｓ９ ・　・

輸ｈを受げぷ尤びに意識が戻ってさます。
ＩＳ ・・ Ｓ・ ・Ｓ ｌｅ ・・ ・・ ・・ ・・ ＩＳ ＩＩ Ｓｌ ４・ ●・ ・Ｓ ・４ ・・ ｅｌ ｌｅ ４１ Ｓ● ●Ｓ ゆｌ ｅ・ ・ｅ ・Ｉ ＳＳ ●ｌ ｉａ ・Ｓ ・・ ・・ ＳＩ Ｓ・ ・・ ・９ ９１ １１

皆様からＵ先方い先輸ｈで命玄助けて市らっています。

心力ち感謝して今を生さてＵます。
１・ ａ・ ・・ ・・ ・・ Ｓ・ ・・ ・ｇ Ｓ９ ・・ Ｓｌ ｌ■ ＩＳ Ｓ● ＳＩ ＳＩ Ｓｌ ａ● ・ｌ ●・ ●　 ＳＩ Ｓ・　・

ありがとうごずＵます。
ＩＳ ａａ ・・ ａ・ ・・ ・Ｓ Ｉ・ ・・ Ｓ・ ９・ Ｓ９ １１ １● ＳＩ ●■ ＩＳ ・・ ・・ Ｓ・ ・Ｓ １１ ａ● ・・ Ｓ　・

助けてＵカガＵ力命です。 ｉ

●ｉ ●Ｉ ＳＳ ・‥

一日一日吉大切に生守てい守ます。　。

【献きのＳ準】

４００ｍＬ

■性：１ ７～６９歳

女性：１ ８～６９歳

Ａ・ Ｋさ んからの メッ セージ

り

ｊ

／
　
｀

６５歳から６９歳までの献きは、

６０歳から６４歳までに献１白１経験が　　　　　　　　ｌ

ある方に限られます。　　　　　　　　　　　　ロ
十分な睡Ｓ・食事をとってからご来場ください。 ９し くはこち らを

降ＥＭ（きＥを下げる薬） 、花粉猛。などの　　　　ご覧ください
抗アレルギー薬や痛ａの薬など、Ｓｍして

いても献きｉ５］’能な場台があります。

※事前にお問い台わせいただくか、 お薬手帳など

男女とも５０ｋ９な上　　 薬のも前がわかるものをご持参ください。竺］　※最終的な献きｉ５１きは、ｉ日の健診医が総合的に　　　　ケＴ二ぷ判定しておりますので、予めご了承ください。　　　　　　シヒここ辿

□本志１ 字社

ラづうツド

ミ２ ４乙

Ｊ加

一心・

２圓 ｀Ｆ ４１ｊ゛

日本赤十字社 ＳｉｌＳＳき十手１ｒｒ１・センター
Ｊａ ｐａ ｎｅｓｅ　Ｒｅｄ　Ｃｒ ｏｓｓ　Ｓｏ ｃｉｇｔｙ

令和 ５年 ３ｇ改訂
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農林振興課からのお知らせ

大崎町は，農業機械作業受託組織の体制強化等を目的として，これまで長く運営してきた農業機械センターを

農業公社とするための準備を進めており，令和６年４月から本格的な運用を開始する予定です。

これに伴い，令和６年４月から，農業機械作業の委託先の電話番号などが変わることとなります。新たな連絡

先などについては，決まり次第，改めて広報します。

なお，農業公社設立にあたり，近くハローワーク大隅を通じて，下記の職員を募集します。関心のある方は，大

崎町役場農林振興課農政係（担当：中村）までご連絡ください。

記

１ 募集職種及び人数 事務員２名，農業機械作業員３名

２ 雇用形態 正社員

３ 必要な資格等

・ 事務員…パソコンを使用できること。

・ 農業機械作業員…農業機械作業の経験があること。

４ 給与 132,300 円～320,700 円（年齢，経験等により，採用時に決定します。昇給，賞与あり。）

５ 加入保険等 雇用保険，労災保険

６ 定年 65歳

７ 就業時間 ８時 30分～１７時 15 分（週休２日制）

７ その他

・ 年齢は問いません。（65 歳未満なら可）

・ 管理職手当，通勤手当，家族手当あり。

令和６年４月，農業機械作業の委託先が農業機械センター

から農業公社に変わります！

【問い合わせ先】

大崎町役場農林振興課農政係（担当：中村）

℡：099-476-1111（内線 502）

e-mail:noseikakari@town.kagoshima-osaki.lg.jp



回 覧

集落ぐるみの鳥獣被害対策研修会（エサ場防止研修）について

下記のとおり鳥獣被害対策研修会（エサ場防止研修）を開催いたします。参加を希

望される方は氏名を記入くださいますようお願いいたします。

公民館長様は、取りまとめいただき 1月 12 日（金）までに大崎町役場農林

振興課林務水産係へ提出又は FAX ください。（FAX：０９９－４７６－１６６２）

記

日時：令和 6年１月 27 日（土） 午前９時３０分～午前１１時００分頃まで

場所：持留改善センター

講師：井上雅央氏（県鳥獣害対策アドバイザー:ＮＨＫの鳥獣害対策の特別番組に出演）

内容：鳥獣のエサ場を作らないための剪定方法等について

（イノシシ・アナグマ等の獣害対策）

参加希望の方は，氏名のご記入をお願いします。

（集落名： ）

氏 名 氏 名


